
 

 

「特定商取引に関する法律」に基づく行政処分について   

 

 

 岡山県は、ａｒｉｇａｔｏｕこと藤原正繁（以下「同人」という。）に対し、令和８年１月 

１９日付けで特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「法」という。）第７

条第１項の規定に基づく行政処分（指示）を行いましたので、同条第２項の規定に基づき公

表します。 

 

記 

 

１ 事業者の概要 

 （１）氏  名 ａｒｉｇａｔｏｕこと藤原正繁（ふじわら まさしげ）（６１歳） 

 （２）住  所 岡山市北区西古松 

 （３）取引行為 下水掃除・修理、防腐防カビ処理等の役務提供の訪問販売 

 

２ 取引の概要 

 同人は、消費者宅を訪問し、下水掃除・修理、防腐防カビ処理等の役務提供（以下「本

件役務提供」という。）の契約締結について勧誘し、当該消費者宅で契約を締結するなど

の訪問販売を行っていた。 

 

３ 処分（指示）の内容 

  今回の違反行為について、その改善計画を令和８年２月１９日までに岡山県知事

に文書で報告すること。 

 

４ 処分の原因となる事実 

    同人は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及

び役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認められた。 

（１）氏名等の不明示 

同人は、本件役務提供の契約締結について勧誘を行う際に、その勧誘に先立って、氏

名、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を明ら

かにしていなかった。 

これは、旧法第３条及び法第３条の規定に違反する。 

 （２）契約書面の交付義務違反（記載不備） 

同人は、本件役務提供の契約を締結した際、当該契約の内容を明らかにする書面を役

務の提供を受ける者に交付していたが、当該書面には、支払いの時期及び方法、赤枠の



中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」、契約の解除に関する事項の

一部を記載していなかった。 

これは、法第５条第１項の規定に違反する。 

 （３）契約書面の交付義務違反（記載不備） 

同人は、本件役務提供の契約を締結した際、本件役務を提供し、本件役務の代価の全

部を受領したとき、本件役務の提供を受けた者に、直ちに交付することが義務付けら

れている本件役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面に

は、赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」、契約の解除に関

する事項の一部を記載していなかった。 

これは、旧法第５条第２項及び法第５条第２項の規定に違反する。 

 

（注）旧法とは、改正前の特定商取引に関する法律のことであり、本件は行為日

によって適用する法が異なる。 

 

５ 取引事例 

事例１ 

令和２年１０月頃、岡山市内の消費者Ａ宅を突然訪問しマンホールを点検し、

帰って来た家人に、ａｒｉｇａｔｏｕの代表者藤原正繁は氏名を告げることなく

「マンホールの点検をしている、修繕が必要だ、直さないと大変なことになる」

等と告げ下水修理の契約締結について勧誘を行いその場で契約を締結した。同日

修理を完了させ代金を全額受領しているが、交付していた本契約の内容を明らか

にする書面には、赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき

旨」を記載していなかった。 

 

事例２ 

令和４年１１月頃、岡山市内の消費者Ｂ宅を突然訪問した際に、ａｒｉｇａｔ

ｏｕの代表者藤原正繁は氏名を告げることなく「排水マスの清掃をさせて下さ

い、５箇所あるようなので２万円になります」等と告げて下水掃除の契約締結に

ついて勧誘を行いその場で契約を締結した。同日清掃を完了させ代金を全額受領

しているが、交付していた本契約の内容を明らかにする書面には、赤枠の中に赤

字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」が記載されず、クーリング・

オフに関する事項の一部を記載していなかった。 

同年１２月頃には、「床下に入らせて下さい、床下の除湿、殺菌消毒をさせて

下さい」等と告げて床下に入って確認した後に、シリカゲル（調湿剤）、カビ殺

菌の契約締結について勧誘を行いその場で契約を締結し、同日交付した契約の内

容を明らかにする書面には、支払いの時期、赤枠の中に赤字で記載すべき「書面

の内容を十分に読むべき旨」が記載されず、クーリング・オフに関する事項の一

部を記載していなかった。 



 

事例３ 

令和６年５月頃、倉敷市内の消費者Ｃ宅を突然訪問した際に、ａｒｉｇａｔｏ

ｕの代表者藤原正繁は氏名を告げることなく「排水マスを見せて下さい」と告げ

たのみで勧誘目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにすることな

く下水掃除や排水マスの底上げ下水修理の契約締結について勧誘を行いその場で

契約を締結した。同日下水掃除及び修理を完了させ代金を全額受領しているが、

交付していた本契約の内容を明らかにする書面には、赤枠の中に赤字で記載すべ

き「書面の内容を十分に読むべき旨」が記載されず、クーリング・オフに関する

事項の一部を記載していなかった。 

 

事例４ 

令和６年１０月頃、倉敷市内の消費者Ｄ宅を突然訪問した際に、ａｒｉｇａｔ

ｏｕの代表者藤原正繁は氏名を告げることなく「排水マスを見せて下さい」と告

げたのみで、勧誘目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにするこ

となくマンホールを見て、下水掃除等の契約締結について勧誘を行いその場で契

約を締結した。同日掃除を完了させ代金を全額受領しているが、交付していた本

契約の内容を明らかにする書面には、赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容

を十分に読むべき旨」が記載されず、クーリング・オフに関する事項の一部を記

載していなかった。 

翌日には、「床下を見るから」と告げたのみで、勧誘目的である旨及び当該勧

誘に係る役務の種類を明らかにすることなく床下を見て、防腐、防カビ処理、白

アリ消毒の契約締結について勧誘を行いその場で契約を締結した。同日交付して

いた本契約の内容を明らかにする書面には、支払いの方法、赤枠の中に赤字で記

載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」が記載されず、クーリング・オフに

関する事項の一部を記載していなかった。 

 


